
研修会開始まで
しばらくお待ちください。
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音声はＯＦＦ、カメラはＯＮで受講して下さい。
名前は事業所名・参加人数を変更してください。



吹田市福祉部 高齢福祉室

令和７年（2025年）３月27日（木）14時から15時30分まで
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[本日の内容]

① 吹田市の介護予防・日常生活支援総合事業の

概要

② 令和７年度以降の変更点について

③ お知らせ

※①②終了後にそれぞれ質疑応答の時間を設ける

予定にしています。
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① 吹田市の介護予防・日常生活
支援総合事業の概要
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吹田市の高齢者の状況
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吹田市
出典：吹田市HP

人口 ３８２，３３６人

高齢者数 ９０，９４９人

高齢化率 ２３．８％

介護保険料 6,280円（令和6年度～）

（全国平均：6,225円）

令和５年度末

JR以南 片山・岸部 豊津・江
坂・南吹田

千里山・佐
井寺

山田・千里
丘

千里NT・万
博・阪大

第１号被保
険者数

9,876 13,566 12,586 14,128 20,731 20,077

要支援認定
者

777 867 720 756 1,071 1,532

要介護認定
者

1,770 2,094 1,739 1,747 2,377 3,285

認定率（第
１号被保険
者）

25.8% 21.8% 19.5% 17.7% 16.6% 24.0%

【サービス整備圏域別 要支援・要介護認定者数・認定率（第１号被保険者）】（令和５年９月末）



吹田市の65歳以上人口のピークは2050年
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資料
令和５年度まで：住民基本台帳（各年９月末現在）
令和６年度以降：吹田市総合計画に基づく人口推計を元に、住民基本台帳の実績から推計
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資料
令和５年度まで：住民基本台帳（各年９月末現在）
令和６年度以降：吹田市総合計画に基づく人口推計を元に、住民基本台帳の実績から推計

４人に１人
が65歳以上

３人に１人
が65歳以上

２０１０年頃

後期高齢化率：総人口に占める75歳以上人口の割合

高齢化率：総人口に占める65歳以上人口の割合

２０5０年頃

２０25年頃
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資料
出典：地域包括ケア「見える化」システム（令和５年11月調べ）、
及び総務省「国勢調査」および国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」

（全国・大阪府）少しずつ増加

（吹田市）あまり変化なし
急速に増加



認定率が大阪府平均より低い
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資料
出典：地域包括ケア「見える化」システム（令和５年11月調べ）

認定率とは、
６５歳以上人口に占める要支援・要介護認定者の割合

健康寿命の延伸や介護予防の取組が重要

認定率が上がると、介護サービスを使う人が増える



吹田市の
介護予防・日常生活支援総合事業

1111



介護保険法の理念

・第1条（目的）

要介護状態となった人が、尊厳を保持し、能力に応じ自立した
日常生活を営めるよう、必要なサービスを提供する

・第4条（国民の努力・義務）

要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心
身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努める

要介護状態となった場合にも、進んでリハビリ等のサービスを
利用し、その有する能力の維持向上に努める

基本に
立ち戻って…
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吹田市の介護予防・日常生活支援総合事業



国のガイドライン
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吹田市の介護予防・日常生活支援総合事業

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン



吹田市の事業構成

吹田市高齢者安心・
自信サポート事業

吹田市民はつらつ
元気大作戦
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吹田市の介護予防・日常生活支援総合事業

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン



一人ひとりができる限り介護予
防に努めることや、地域や社会
の中で何らかの役割を担いなが
ら生活することが大切

高齢者の生活を支えるため
の地域づくり

地域で元気に暮らすために
平成29年4月から、介護保険法改正による

介護予防・日常生活支援総合事業開始
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地域のみんなで一緒に取り
組む介護予防活動

吹田市高齢者安心・
自信サポート事業

吹田市民
はつらつ元気大作戦

安心して自信をもって生活でき
るよう、自立支援型の通所型
サービスや訪問型サービスな
ど、高齢者の支援体制を地域の
中に作っていく取組

吹田市の介護予防・日常生活支援総合事業



吹田市の介護予防・日常生活支援総合
事業の基本方針
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吹田市の介護予防・日常生活支援総合事業

【第９期吹田健やか年輪プランにおける指標】

第８期実績 第９期目標

75歳以上高齢者の要
支援・要介護認定率

32.2％ 32.0％以下

85歳以上高齢者の要
支援・要介護認定率

61.0％ 61.0％以下

要支援状態の人が要介護状態になることを防ぎな
がら、住み慣れた地域の中で生きがいを持って暮ら
すことができるように、介護予防の視点を軸に高齢
者の能力を最大限引き出し、多様で柔軟なサービス
提供や地域住民の参画など地域の支え合い体制づ
くりを推進し、地域の高齢者に対する効果的かつ効
率的な支援等を行う。



吹田市高齢者
安心・自信サポート事業
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吹田市の事業構成

吹田市高齢者安心・
自信サポート事業

吹田市民はつらつ
元気大作戦

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
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出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン



時期 吹田市独自のサービス内容

平成29年4月
【サポート事業
開始】

【新たな報酬単位の設定】
通所型サポートサービスにおいて、要支援２の認定者の週1回利用の
報酬単位を設定
【訪問型短期集中サポートサービスを開始】
日常生活における生活行為が困難な方が、専門職が考えたプログラ
ムを集中的に取り組むことで自立支援を図るサービス。

平成30年10月 【通所型入浴サポートサービスを開始】
運営等の基準を緩和して、入浴の実施に特化したサービス（１回算定
報酬）

令和2年12月 【ケアプラン作成の委託を開始】
訪問型短期集中サポートサービス利用のためのケアプラン作成につ
いて、居宅への委託を開始

令和3年4月 【1回算定報酬の適用を開始】
訪問型及び通所型サービスにおいて、決められた回数や曜日を毎週
利用しないと当初からケアプランに位置付けている場合には、月額報
酬ではなく、１回算定報酬を適用

令和3年12月 【ケアプラン作成の委託を開始】
ケアマネジメントC作成について、居宅への委託を開始

令和４年４月 【１回算定報酬の適用を拡充】
同一のサービス種類で、複数の事業者を利用する場合はそれぞれの
事業者で1回算定報酬を適用

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
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介護予防ケアマネジメントの考え方

吹田市高齢者安心・自信サポート事業

利用者に対するアセスメントを行い、その状況や置かれている環境
等に応じて、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取組を生
活の中に取り入れ、自ら実施、評価できるよう支援すること。

介護予防ケアマネジメントとは

目的

介護予防や社会参加の推進

サービスや一般介護予防事業等の多様
な事業が包括的かつ効果的に提供され

る必要な援助を行うこと



総合事業の対象となる方の特徴
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出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
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健康
（フレイルなし）

フレイル
（Frailty）

身体機能障害
（Disability）

疾患やストレス
（併存症）

予
備
能
力

加齢（Aging）

死

要支援・要介護の
危険が高い状態

要支援・要介護状態

健康寿命

生物学的寿命

（Modern Physician 31:1288-1291, 2011より改変）

総合事業の対象となる方の特徴

吹田市高齢者安心・自信サポート事業

IADLの低下はフレイルに該当

効果的な介入によって改善の期待あり！！



介護予防ケアマネジメントの在り方
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（例）要支援１の認定があり、買い物がしんどくなってきたか
ら、ヘルパーを利用したい

吹田市高齢者安心・自信サポート事業



介護予防ケアマネジメントの在り方
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多様な選択肢を組み合わせ、どうすれば本人が自立して生活
することができるようになるかを考える

買い物がしんどい

筋力向上の

ため地域の

体操に参加

市のリハビ

リ専門職に

よる自主ト

レ指導

配達サービ

ス・移動販

売車の利用

近隣住民に

よる買い物

支援

ヘルパーに

よる支援

本人の自立した生活の支援につなげる！

SC（生活支援コーディネーター）、地域包括支援センターとの連携

ポイント

吹田市高齢者安心・自信サポート事業



目的

日常生活に支障があり、生活行為が困難な高齢者が、作業療法士
が考えたプログラムを通所型サービスと組み合わせ、集中的に取
り組み、
自立支援を図ること

対象
①整形外科疾患がある者
②入院等に伴う廃用症候群がある者
要支援１・２の者または基本チェックリスト該当者 等

ケアプラン担
当

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所（令和２年12月～）

期間 ３か月（最長６か月）

１ 訪問型短期集中サポートサービス

吹田市高齢者安心・自信サポート事業

25

体力・筋力が低下し「つまづきやすくなった」など、日常生活に不安を感じるよう
になってきた方を対象に、作業療法士が訪問し、利用者の生活目標を設定のう
え、支援機関が一体的に取り組みます！

その他、作業療法士による訪問対応：
①基本チェックリスト実施時②身体機能や住環境の調整・評価
③日常生活動作への助言・指導 等 ※１回限りの訪問

幅広く相談対応
実施！

（訪問型サービス・活動C）



・本人のセルフケアマネジメントを支援！
・介護予防ケアマネジメントの手段として活用可能！

訪問型短期集中サポートサービスの相談・利用実績

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
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目的
入浴行為は自立して行うことができるが、不安があるため、見守
り程度の支援が必要な方に対して、デイサービス等の入浴設備を
活用し、入浴の機会を確保すること

対象

①洗身等自立しており、入浴の見守りが必要な方、又は入浴に不
安のある方。
②入浴行為に伴う一連の動作は自立しているが、入浴の一部の動
作に見守りが必要で、かつ、自宅の浴室事情により入浴できない
方。
要支援１・２の者または基本チェックリスト該当者 等

ケアプラン担
当

地域包括支援センター、居宅介護支援事業所

期間 ケアプランに設定した期間。

２ 通所型入浴サポートサービス

デイサービス等の入浴設備を活用し、送迎と入浴サービスのみ
実施します。（送迎の有無については要確認）
入浴前後の健康状態の把握も利用者が主体的に行います。

27

（通所型サービス・活動A）

吹田市高齢者安心・自信サポート事業



３ 介護予防ケアマネジメントの種類
と特徴

種類と特徴 対象となるサービス等

ケアマネジメントA
（原則的な介護予防ケアマネジ
メント）

訪問型サポートサービス
訪問型短期集中サポートサービ
ス
通所型サポートサービス
通所型入浴サポートサービス

ケアマネジメントC
（初回のみのケアマネジメン
ト）

吹田市民はつらつ元気大作戦
メニューを利用

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
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ケアマネジメントC

内容

要支援１、２、基本チェックリスト該当者で、予防給
付・サポート事業を利用していない、もしくは、サ
ポート事業を利用していたがサービスを終了し、
吹田市民はつらつ元気大作戦のメニューを週１回
以上利用する者で、利用にあたり支援が必要で、
計画作成を希望する者。

対象者

・吹田市民はつらつ元気大作戦への１回の参加を
確認し、介護予防ケアマネジメント費を請求。
・３か月後、モニタリングを実施（訪問あるいは電
話）した後、「居宅（介護予防）サービス計画作成・
介護予防ケアマネジメント依頼中止届出書」を介
護保険グループに提出。

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
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１ モニタリング期間の変更

モニタリングは、サービス提供開始から３か月に１回、対象者の
居宅に訪問の上、利用者に面接して実施する。ただし、次に掲
げる事項にいずれにも該当する場合であって、少なくとも６か
月に１回、居宅に訪問し面接するときは、居宅を訪問しない月に
おいて、テレビ電話等を活用して対象者に面接できることとする。

30

令和６年４月からの変更点（介護予防ケアマ
ネジメント）

※昨年度の振り返り

吹田市高齢者安心・自信サポート事業



（１）テレビ電話等を活用して面接を行うことについて、文書により
対象者の同意を得ていること。
（２）サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について
主治医、その他の関係機関の合意を得ていること。
（ⅰ）対象者の心身の状況が安定していること。
（ⅱ）対象者がテレビ電話等を活用して意思疎通が行うことが
できること。
（ⅲ）担当者が、テレビ電話等を活用したモニタリングでは把
握できない情報について、関係機関から提供を受けること。
また、サービス評価期間終了月、対象者の状況に著しい変化
があった時、対象者の居宅に訪問の上、利用者に面接して実施
すること。

★事項

31

※昨年度の振り返り

吹田市高齢者安心・自信サポート事業



２ 評価表、アセスメントシート等の作成
時期等の変更について

（介護予防支援・介護予防ケアマネジメント（第1号介護予防支
援事業）サービス評価表）
作成時期：①ケアプランに位置づけた期間の終了時。

②ケアプラン変更の必要がある場合及び介護保険に
おける区分変更申請が必要な場合。

③「自立生活支援のための見守り的援助」を利用す
る場合３か月毎。

（吹田市高齢者安心・自信サポート事業アセスメントシート）
作成時期：①初回訪問時

②ケアプラン更新時や変更時
（現在の健康状態） 聞き取り不要

32

※昨年度の振り返り
吹田市高齢者安心・自信サポート事業



吹田市民はつらつ元気大作戦
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吹田市の事業構成

吹田市高齢者安心・
自信サポート事業

吹田市民はつらつ
元気大作戦

吹田市民はつらつ元気大作戦

34

出典：介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン



認知症予防・口腔機能向上、笑いと介護予防、栄養改善

・週に１回、３か月間通う、介護予防教室
・元気に暮らすための“からだづくり”を目指す
・体操、体力測定、介護予防のミニ講座を実施

・管理栄養士の講義
・2日間コース。市内７カ所で実施
・食事バランスのチェックや献立作成

・オンライン参加による認知機能維持・向上教室
・運動や音楽などの脳トレプログラム、参加者同士のオンライ
ン交流会

介護予防普及啓発活動

・身近な公園や商業施設で体操
・週１回、自由参加、申込は不要
・市内20か所（令和７年1月末時点）で実施

・歯科医師、歯科衛生士の講義
・2日間コース。市内８カ所で実施
・健口体操の実施やブラッシングの方法について

吹田市民はつらつ元気大作戦



・高知県発祥の筋力トレーニング運動
・椅子に座って行う、おもりを使った運動
・住民主体の通いの場として市内で
17３グループ活動中！（令和7年1月末時点）

・介護予防についての基本的な知識と、
吹田市の高齢化の状況を理解し、地域で
介護予防の普及活動を担うボランティア
・登録者数：130名（令和７年１月末時点）

地域介護予防活動支援事業

階段を上がるのが楽になりました！

「ひろばde体操」で活動しています！

（いきいき百歳体操参加者）

（介護予防推進員）

吹田市民はつらつ元気大作戦



吹田市民はつらつ元気大作戦

令和7年度年間計画

吹田市民はつらつ元気大作戦



介護予防活動の記録や健康状態
の確認、生活目標の作成など、自
己管理のための手帳です。

＜配付対象＞
６５歳以上の吹田市民

＜配付方法＞
地域包括支援センター

及び高齢福祉室窓口、介
護予防教室・講演会

38

はつらつ元気手帳（介護予防手帳）

（参考）短期集中利用者の記入例

吹田市民はつらつ元気大作戦



要介護認定を受けていない方や、要支援の
認定はあるものの、継続的な介護保険サービ
スを受けていない方で、介護予防に取組む必
要のある方を対象とする通所施設

研修を修了した65歳以上の方が、施設や病
院などで、洗濯物の整理やシーツ交換等の活
動を通じて、健康増進を図り、介護予防に積極
的に取組む活動

その他の吹田市民はつらつ元気大作戦
の取組

39

吹田市民はつらつ元気大作戦



吹田市の自立支援の取組

40



・本人の強みを生かし「やりたいことをできるよう」に支援！
・本人の関心ごとや「～したい」「～してみたい」という気持ち
や意欲を引き出し、高める支援が重要！

41

第９期吹田健やか年輪プラン（吹田市高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画）においても、自立支援型ケアマネジメント
の事業者への浸透・定着は、重点取組として掲げています。

出典：第９期吹田健やか年輪プラン（吹田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

吹田市の自立支援の取組

自立支援の取組の重要性

★ポイント



自立支援型ケアマネジメント会議

目的
介護保険法における「自立支援・機能向上」の理念に基づき、自
立支援・重度化予防、自立支援型ケアマネジメントの考え方の浸
透と定着を目指す。

対象
第1号被保険者（65歳以上高齢者）かつ、吹田市基本チェックリ
スト該当者、要支援者等新規サービス利用者かつ、整形外科疾患
や退院直後の廃用症候群等の状態にある者。

多職種の
アセスメントの視点

自立を阻害している要因と生活動作が改善できるよう、リハビリ
テーション専門職等を活用し、多職種協働で事例検討を行う。

利用者の望む生活（＝「〇〇したい」）を支援する！42

吹田市の自立支援の取組

インフォーマル
サービスの情報提供



• 訪問型短期集中サポートサービスについて、利用実績を踏まえ

た分析結果について報告。利用者や支援者に登壇していただき、

感想等を紹介。 参加者：支援者31名

訪問型短期集中サポートサービス実践報告会

（令和６年７月５日開催）

• 大阪府アドバイザーを講師に招き、自立支援型ケアマネジメン

トについて研修会を開催。参加者：支援者23名

自立支援型ケアマネジメント研修会

（令和６年９月27日開催）

• 訪問型短期集中サポートサービスを利用した結果、生活目標を

達成した高齢者や支援者による報告会を市民等に向けて開催。

参加者：高齢者等56名、支援者16名

高齢者報告会「何歳になっても元の生活が取り戻せる！」

（令和６年11月27日開催）

吹田市における自立支援に資する研修会
（令和６年度）

43

吹田市の自立支援の取組



広報インセンティブ

目的
事業所が自立支援・重度化防止に向けて、個別事例の課題解決の経過を
共有しながら、自立支援についての共通認識や一体的に取り組む意識の
醸成を促すとともに、市民へ情報の見える化を進める

対象

要件Aは必須。 要件B又は要件Cはどちらかを満たすこと。

A 自立支援に資する研修会への参加し、アンケートを提出
B 自立支援型ケアマネジメント会議への事例提供及び会議での助言内容
を反映し、１年以内に利用回数の減少等の効果があり、その効果が３か
月以上継続している。
C 通所型サポートサービスの終了後、３か月以上通所型サポートサービ
スを利用していない場合。
もしくは、市の専門職（OT）を活用し、高齢者が１年以内に家事支援
の利用回数の減少等の効果があり、その効果が３か月以上継続している
場合。 44

「すいた年輪サポートなび」の事業者検索において、自立支援に
資する取組を実施した介護保険サービス事業所に★マークを付け
ることにより、市民への情報提供を行う。

吹田市の自立支援の取組



広報インセンティブ登録事業所数

45

吹田市の自立支援の取組

令和４年度末時
点

令和５年度末時
点

令和６年度
（3/21現在）

地域包括支援センター
（★１つ）

１ ６ ５

（★２つ） ０ ０ ５

居宅介護支援事業所
（★１つ）

０ ０ ０

通所型サポートサービ
ス（★１つ）

０ ２ ５

（★２つ） ０ ０ １

訪問型サポートサービ
ス（★１つ）

０ ０ ０

単位：事業所数
※登録事業者の一覧は、市役所118番窓口横に配架しています。



SC（生活支援コーディネーター）とは

目的
高齢者の尊厳と自立した日常生活を地域で支えていくために、
多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービス等の提供
体制構築を目指し、地域の支え合いの体制づくりを推進する。

主な
業務

広域型SC（１名）
・多様な社会資源とのネットワーク構築
・吹田市高齢者生活支援体制整備協議会の開催
・地域型SC活動状況の把握、支援
地域型SC（２名）
・地域における多様な主体による地域活動、地域づくりの取組
にかかるコーディネート（地域検討会の活用）
・地域活動や担い手の創出へ向けた調整及び具体化

46

多様な主体との連携をコーディネートし、不足するサービスの開発
や担い手の発掘・養成を進めるＳＣ（生活支援コーディネーター）を
配置しています！

吹田市の自立支援の取組



質疑応答

47



★御質問や御意見等ありましたら、
ミュートを解除し、御発言お願いします。

48



②令和７年度以降の変更点について

49



令和７年度以降の主な変更点

50

１ 訪問型サービス・活動Aの延期について
２ 通所型入浴サポートサービス
（通所型サービス・活動A）の終了について

３ サービスコード・マスタインターフェースの
変更について

４ 介護予防・日常生活支援総合事業の
ガイドライン等の改正に伴う対応について



１ 訪問型サービス・活動Aの延期について

令和７年度以降の主な変更点

51

※昨年度資料



１ 訪問型サービス・活動Aの延期について

52

訪問介護事業者を対象としたアンケート調査
（令和６年８月～10月実施）

意見（一部抜粋）

専門職が対応する必要がない、事業対象者、要
支援のサービス内容をきちんと精査すべき。お
手伝いさん扱いではなく、ヘルパーによる対応
の必要性についてケアマネが見極め説明すれば、
ここまで派遣するヘルパーが不足しないと感じ
ています。

要支援の方で通学路で旗を持ってボランティア
されて居られる方が見られます。とてもお元気
です。掃除、洗濯はヘルパーが来てくれるので
むっちゃ楽！「ヘルパーはお手伝いではないで
すよ！」と思いました。

対象：142事業者
回答：81事業者（回答率57.0％）

回答
件数

回答率

①非常に不足している 35 43.2%
②不足している 24 29.6%
③やや不足している 17 21.0%
④充足している 5 6.2%
⑤過剰である 0 0.0%

合計 81 100.0%

Q.貴事業所の訪問介護員等の
過不足状況について

令和７年度以降の主な変更点



２ 通所型入浴サポートサービス
（通所型サービス・活動A）の終了について

53

（１）事業の経過

時期 経過

平成30年10月 地域の公衆浴場の閉鎖に伴い、高齢者のニーズがあり事業
を開始。
平成30年度末時点で登録事業所は５事業所。

令和６年２月 令和３年度以降の全実績を担っていた事業所が令和６年１
月末で指定終了。
登録事業所は２事業所。

（２）登録事業所数

年度（末） H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６

登録事業所数
（数）

５ ５ ５ ４ ３ ２ ２

令和２年度末までは５事業所の登録があったものの、次第に登録事業
所が減ってきている。

令和７年度以降の主な変更点



２ 通所型入浴サポートサービス
（通所型サービス・活動A）の終了について

54

（３）利用実績

年度 H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６

延べ請求件数
（件）

１ ７ 22 17 22 32 ０

令和５年度は過去最高の実績ではあったものの、令和６年２月以降請求実
績なし。

吹田健やか年輪プランにかかる高齢者等の生活と健康に関する調査結果
Q．「お住まいで困っていることはありますか。」
A． 第８期「風呂がない」（0.6％）、「風呂が使いにくい」（6.4％）

第９期「風呂がない」（0.5％）、「風呂が使いにくい」（3.1％）

（参考）

利用実績の低下及び、地域住民によるニーズの低下

令和７年度以降の主な変更点



２ 通所型入浴サポートサービス
（通所型サービス・活動A）の終了について

55

（４）今後の予定

通所型入浴サポートサービス（通所型サービス・活動A）は、令和７
年６月末の廃止を予定。

時期 実施予定

令和７年３月27日 令和６年度（2024年度）吹田市介護予防・日常生
活支援総合事業研修会にて、参加事業者に対して
周知

令和７年４月 本市ホームページ等を活用し、市民及び事業者に
対して周知

令和７年６月末 通所型入浴サポートサービス（通所型サービス・
活動A）の廃止

令和７年度以降の主な変更点



３ サービスコード・マスタインターフェースの
変更について

56

（１）訪問型サポートサービス 出典：介護保険最新情報Vol.1210

令和７年度以降の主な変更点



57

（２）通所型サポートサービス 出典：介護保険最新情報Vol.1210

３ サービスコード・マスタインターフェースの
変更について

令和７年度以降の主な変更点



58

（３）介護予防ケアマネジメント 出典：介護保険最新情報Vol.1210

３ サービスコード・マスタインターフェースの
変更について

令和７年度以降の主な変更点



４ 介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラ
イン等の改正に伴う対応について

59

令和６年８月５日付で、介護予防・日常生活支援総合事業
に関係する以下の要綱等が改正（介護保険最新情報
Vol.1299）

（１）「地域支援事業の実施について」
（２）「介護予防・日常生活支援総合事業のガイ
ドラインについて」
（３）「介護予防・日常生活支援総合事業におけ
る介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支
援事業）の実施及び介護予防手帳の活用につ
いて」

今後、上記ガイドライン等の内容や他市の動向
も踏まえ、地域の実状に応じたサービス内容の
検討を進めていきます！

令和７年度以降の主な変更点



質疑応答
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★御質問や御意見等ありましたら、
ミュートを解除し、御発言お願いします。

61



③ お知らせ

62



すいた年輪サポートなび

吹田市では、市内にある医療機関・歯科診療所・薬局や、
吹田市をサービス提供地域にしている介護サービス事業
者、高齢者の生活サポート情報（家事援助や配食、配達
等）を検索することができるサイト「すいた年輪サポートな
び」を開設しています。

吹田市ホームページのトップページに
あるこのイラストをクリック！

♦ウェブサイトを開く方法

【介護保険サービス事業所の皆様】

空き情報調査へのご協力をよろしくお願い
いたします！

ちなみに

地域の集いの場については、右記より、eコミマップを
御覧下さい。 63



問い合わせ先

内容 電話（直通）

吹田市高齢者安心・自信サポート事業
や自立支援の取組などに関すること

06-6384-1375

吹田市民はつらつ元気大作戦などに関
すること

06-6170-5860

在宅福祉サービスなどに関すること 06-6384-1360

SC（生活支援コーディネーター）に関
すること

06-6339-1254



アンケートへのご協力よろしくお願いし
ます。

今後の事業の取組に反映させていただきます。
一人づつ回答をお願いいたします。
回答締切：令和７年４月４日（金）

65



本日の研修は終了となります。
御参加ありがとうございました。

66


